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女性のトラフィッキングについて女性のトラフィッキングについて女性のトラフィッキングについて女性のトラフィッキングについて

１ トラフィッキングとは１ トラフィッキングとは１ トラフィッキングとは１ トラフィッキングとは
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 （以下「国際組織犯罪条約」とい」
う ）の「人の密輸に関する議定書 （以下「人の密輸議定書」という ）において、。 」 。
「trafficking in persons （人の密輸）とは 「搾取を目的として、暴行・脅迫その他」 、
の態様の威迫、略取、欺もう、権限または弱い地位の濫用、又は他人に支配力を有する
者の同意を得るために支払い若しくは利益を提供し、若しくは、受領するという手段に
よって、人を募集、移送、蔵匿又は収受することをいう。搾取は、少なくとも、売春そ
の他の性的搾取、強制労働、奴隷又はこれに類する行為、隷属又は臓器摘出を含む 」。
と定義されている。

２ 女性のトラフィッキングの流れ２ 女性のトラフィッキングの流れ２ 女性のトラフィッキングの流れ２ 女性のトラフィッキングの流れ
※ 売渡し金額等については、説明のための便宜上の数字である。

送り出し国（タイ、フィリピン等）
勧誘者

メイドやウエイトレスなど、虚偽の仕事内容を説明し、言葉巧みに日本へ行
く女性を集め、運び屋に１人約50万円で売り渡す。
運び屋

旅券（パスポート）や査証（ビザ）を用意（偽造、変造を含む ）し、女性。
を日本へ入国させ、日本の受入者に１人約150万円で売り渡す。

日本
受入者（暴力団関係）

マンションの一室等の拠点に一旦女性を監禁し、様々な手段で脅しをかけた
上、風俗店経営者等に約250万円で売り渡す。
風俗店経営者等

買取り代金に約100万円を上乗せし、女性に約350万円の借金を課し、その返
済のため強制的に売春をさせる。一定期間後、女性を転売することもある。

３ 被害実態３ 被害実態３ 被害実態３ 被害実態
、 （ ）、風俗営業店経営者やブローカー等を売春防止法違反 入管法違反 不法就労助長罪

職業安定法違反（有害業務の職業紹介）等で検挙した事例はあるものの、正確な被害実
態は不明。

４ 国際的な動向４ 国際的な動向４ 国際的な動向４ 国際的な動向
2000年11月 国際組織犯罪条約及び人の密輸議定書が国連総会で採択される。

12月 日本が同条約に署名する。



女性のトラフィッキングに関する議論のポイント女性のトラフィッキングに関する議論のポイント女性のトラフィッキングに関する議論のポイント女性のトラフィッキングに関する議論のポイント

trafficking in persons（人の密輸）の被害者は女性に限られないが、女

性に対する暴力の観点から、女性のトラフィッキングに焦点を当てることと

する。

【ポイント】【ポイント】【ポイント】【ポイント】

① どの部分を女性に対する暴力ととらえるべきか。① どの部分を女性に対する暴力ととらえるべきか。① どの部分を女性に対する暴力ととらえるべきか。① どの部分を女性に対する暴力ととらえるべきか。

～ 売春を強制されている点か、人身売買されている点か（人身

売買は女性に限らない 。。）

② 国民のトラフィッキングに対する認識を高める必要があるのではない② 国民のトラフィッキングに対する認識を高める必要があるのではない② 国民のトラフィッキングに対する認識を高める必要があるのではない② 国民のトラフィッキングに対する認識を高める必要があるのではない

か。か。か。か。

～ 「トラフィッキング」という言葉やその実態が国民に浸透し

ていないのではないか。

「トラフィッキング」を分かりやすい日本語で表記する必要

があるのではないか。

国民の中には、一部の外国人が被害者であるとの認識がある

のではないか。

③ 各段階ごとにどのような対策が必要か。③ 各段階ごとにどのような対策が必要か。③ 各段階ごとにどのような対策が必要か。③ 各段階ごとにどのような対策が必要か。

○ 送り出し国における対策

○ 入国時の対策

○ 受入者（暴力団等）への対策

○ 風俗店経営者等への対策

○ 被害外国人女性への対策

④ 国際組織犯罪条約及び人の密輸議定書の批准早急に行うべきではない④ 国際組織犯罪条約及び人の密輸議定書の批准早急に行うべきではない④ 国際組織犯罪条約及び人の密輸議定書の批准早急に行うべきではない④ 国際組織犯罪条約及び人の密輸議定書の批准早急に行うべきではない

か。か。か。か。



女性のトラフィッキング関係条約規定
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